
住宅・建築物の環境対策に関する
最近の動向について

参考資料１



日本の対応：
平成27年７月17日、地球温暖化対策推進本部において、「日本の約束草
案」を決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出。

本年末に開催されるCOP21での、全ての国が参加する公平かつ実効的な枠
組み構築に向けて、引き続き交渉に積極的に貢献。
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～ 12/11
（パリ）

各国がCOP21に十
分先立って（準備
ができる国は2015
年3月末までに）約
束草案を提出

新たな枠組
みを採択

2月交渉会合
ジュネーブ
（2/8～13)

８-９月交渉会合
ドイツ・ボン

（8/31～9/4）

６月交渉会合
ドイツ・ボン
（6/１～1１）

各国の約束草案をウェブサイトで公開

10月交渉会合
ドイツ・ボン
（10/19～
10/23）

Ｇ７エルマ
ウ・サミット

ドイツ
（6/7～8）

各国の約束草案を総計した効果について
の統合報告書を１１月１日までに作成

2020年以降の枠組み合意に向けた道筋

国連ポスト2015年
開発アジェンダサミット

（9/25～27）
・国連総会
（9/28～29）

平成27年８月12日
中央環境審議会

地球環境部会（第126回）
資料２－１より抜粋
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○わが国の約束草案（2020年以降の削減目標）は、2030年度に2013
年度比▲26.0％（2005年度比▲25.4％）とする。

○これは、エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、
コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術
の積み上げによる実現可能な削減目標。削減率やGDP当たり・１人
当たり排出量等を総合的に勘案すると、国際的にも遜色のない野心的
な水準。

○７月１７日、日本の約束草案を地球温暖化対策推進本部にて決定し、
同日国連気候変動枠組条約事務局に提出した。

日本の約束草案について
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・省エネルギーの取組を、部門ごとに効果的な方法によってさらに加速し、より合理的なエネルギー需給構
造の実現と温室効果ガスの排出抑制を同時に推進。

－ 部門ごとの省エネの取組を一層加速すべく、目標となりうる指標を速やかに策定。

・省エネ法改正（平成25年改正）による需要サイドにおける電力需要のピーク対策の促進、電気・電子機器
等の技術革新による効率的なエネルギー利用や各エネルギー源の利用用途の拡大、電力システム等の構
造改革によるエネルギーの利用に関する多様な選択肢の需要家への提供。

○各部門における省エネルギーの強化

（１）業務・家庭部門における省エネルギーの強化

（２）運輸部門における多様な省エネルギー対策の推進
（３）産業部門等における省エネルギーの加速
（４）業態ごとに細分化したエネルギー消費実態に対応した更なる省エネルギーの取組

○エネルギー供給の効率化を促進するディマンドリスポンスの活用

（２）徹底した省エネルギー社会とスマートで柔軟な消費活動の実現

３．エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
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エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）
平成27年８月４日

総合資源エネルギー調査会
省エネルギー小委員会（第15回）

「参考１」より抜粋



2013年度の最終エネルギー消費は、前年に比べ▲0.9%と減少。家庭部門・運輸部門が減少
する一方で、生産活動の増加等により産業部門・業務部門が増加。

最終エネルギー消費量

1973→2013

1.3倍
2012→2013

▲0.9%

1973→2013

1.8倍
2012→2013

▲3.7%

1973→2013

2.9倍
2012→2013

+1.9%

1973→2013

2.0倍
2012→2013

▲3.0%

1973→2013

0.8倍
2012→2013

+0.1%
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(兆円、2005年価格）

産業部門

家庭部門

運輸部門

業務部門

65.5%

9.2%

16.4%

8.9%

（原油換算百万ｋｌ）

43.0%
（158百万kL）

20.6%
（76百万kL）

22.5%
（82百万kL）

14.0%
（51百万kL）

実質GDP
1973→2013

2.5倍

（注１）部門別最終エネルギー消費のうち、業務部門及び産業部門の一部（非製造業、食料品製造業、他業種・中小製造業）については、産業連関表（2005年実績が最新）
及び国民経済計算等から推計した推計値を用いており、統計の技術的な要因から、業務部門における震災以降の短期的な消費の減少は十分に反映されていない。

（注２）「総合エネルギー統計」は、2015年の改訂前のデータを使用。（2013年は速報値）

【出所】「総合エネルギー統計」、「国民経済計算年報」、「EDMCエネルギー・経済統計要覧」より作成。

我が国の最終エネルギー消費の推移
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省エネルギー対策

各部門における省エネルギー対策の積み上げにより、５，０３０万ＫＬ程度の省エネルギーを計上。

＜各部門における主な省エネ対策＞

産業部門 ＜▲１，０４２万ＫＬ程度＞ 業務部門 ＜▲１，２２６万ＫＬ程度＞

家庭部門 ＜▲１，１６０万ＫＬ程度＞

運輸部門 ＜▲１，６０７万ＫＬ程度＞

主要４業種（鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ）

⇒ 低炭素社会実行計画の推進

工場のエネルギーマネジメントの徹底
⇒   製造ラインの見える化を通じたエネルギー効率の改善

革新的技術の開発・導入

⇒ 環境調和型製鉄プロセス（ＣＯＵＲＳＥ５０）の導入
（鉄鉱石水素還元、高炉ガスCO2分離等により約30%のCO2を削減）

二酸化炭素原料化技術の導入 等
（二酸化炭素と水を原料とし、太陽エネルギーを用いて基幹化学品を製造）

業種横断的に高効率設備を導入
⇒ 低炭素工業炉、高性能ボイラ、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ等

次世代自動車の普及、燃費改善

⇒ ２台に１台が次世代自動車に
⇒  燃料電池自動車：年間販売最大１０万台以上

交通流対策

建築物の省エネ化
⇒ 新築建築物に対する省エネ基準適合義務化

ＬＥＤ照明・有機ＥＬの導入
⇒ ＬＥＤ等高効率照明の普及

ＢＥＭＳによる見える化・エネルギーマネジメント
⇒ 約半数の建築物に導入

国民運動の推進

住宅の省エネ化
⇒ 新築住宅に対する省エネ基準適合義務化

ＬＥＤ照明・有機ＥＬの導入
⇒ ＬＥＤ等高効率照明の普及

ＨＥＭＳによる見える化・エネルギーマネジメント

⇒ 全世帯に導入

国民運動の推進
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業務部門

用
途

省エネルギー対策名
導入実績

導入・普及
見通し

省エネ量
万kL 内訳 概要

2012FY 2030FY 2030FY うち電力 うち燃料

建
築
物

新築建築物における省ｴﾈ基準
適合の推進
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽでの省エネ量
を二次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽに換算）

22% 39%

332.3 162.3 170.0

新築建築物について、2020年までに段階的に省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準への適合を義務化する措置
を講ずるほか、低炭素建築物の推進およびZEB（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ）実現に向けた取
組等により、より高度な省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能を有する建築物の普及を推進する。
断熱性能の高い建材、高効率な空調、給湯器、照明等の導入を図る。
(普及率は外壁・窓等の断熱化等、一定の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能を確保している建築物の割合)

建築物の省ｴﾈ化（改修）
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽでの省エネ量
を二次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽに換算）

41.1 16.8 24.3 既存建築物の省ｴﾈ改修を推進する。
（空調改修による効果を推計して省エネ量を算出）

給
湯

業務用給湯器の導入
潜熱回収型給湯器
業務用ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器
高効率ﾎﾞｲﾗ

7% 44% 61.1 10.3 50.8

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式給湯機､潜熱回収型給湯器といった高効率な給湯設備の導入を推進する｡

※１． 省ｴﾈ量には新築建築物における省ｴﾈ基準適合の推進に伴う給湯設備の導入によ
る効果（5.4万kl）は含んでいない。

照
明

高効率照明の導入 9% ほぼ100% 228.8 228.8 －

LED・有機EL等の高効率照明を用いた､高輝度な照明技術により省ｴﾈを図る｡

※２．省ｴﾈ量には新築建築物における省ｴﾈ基準適合の推進に伴う照明設備の導入によ
る効果（20.2万kl）含んでいない。

空
調

冷媒管理技術の導入（ﾌﾛﾝ） 0% 83% 0.6 0.6 －
冷凍空調機器等に含まれる冷媒の適正な管理を行うために必要な、適切かつ簡便な設備
点検
ﾏﾆｭｱﾙの策定、及び管理技術の向上のための人材育成等を実施。

動
力

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制度等による機器の
省ｴﾈ性能向上

－ － 278.4 278.4 －

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準等により､以下の製品等を引き続き性能向上を図る｡（2012→2030年度）
・複写機 消費電力 169kWh/台・年→106kWh/台・年

普及台数 342万台→370万台
・ﾌﾟﾘﾝﾀ 消費電力 136kWh/台・年→88kWh/台・年

普及台数 452万台→489万台
・高効率ﾙｰﾀ 消費電力 6083kWh/台・年→7996kWh/台・年

普及台数 183万台→197万台
・ｻｰﾊﾞ 消費電力 2229kWh/台・年→1492kWh/台・年

普及台数 297万台→319万台
・ｽﾄﾚｰｼﾞ 消費電力 247kWh/台・年→131kWh/台・年

普及台数 1179万台→5292万台
・冷凍冷蔵庫 消費電力 1390kWh/台・年→1239kWh/台・年

普及台数 233万台→233万台
・自動販売機 消費電力 1131kWh/台・年→770kWh/台・年

普及台数 256万台→256万台
・変圧器 消費電力 4820kWh/台・年→4569kWh/台・年

普及台数 291万台→291万台

※３．高効率ルータ、サーバについては、今後の通信量の伸びに伴う電力消費量の増加
に対応する今後の技術革新効果等についても考慮した省エネ効果を算定。
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業務部門

用
途

省エネルギー対策名
導入実績

導入・普及
見通し

省エネ量
万kL 内訳 概要

2012FY 2030FY 2030FY うち電力 うち燃料

国
民
運
動
・

業
務
エ
ネ
マ
ネ

BEMSの活用、省ｴﾈ診断
等による業務部門における
徹底的なｴﾈﾙｷﾞｰ管理の実施

6% 47% 235.3 129.4 105.9
建築物内の空調や照明等に関するﾃﾞｰﾀを常時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞし､需要に応じた最適運転を行うこ
とで省ｴﾈを図る技術、及びその他運用改善により省ｴﾈを図る。
（普及率はBEMSの普及率）

照明の効率的な利用 15% ほぼ100% 42.3 42.3 － 照度基準の見直し、省ｴﾈ行動の定着により、床面積あたりの照明量を削減。

国民運動の推進
（業務部門）

－ － 6.6 6.6 －

国民運動の推進にあたって、以下の対策を実施し、国民への情報提供の充実と省ｴﾈ行動
の変革を図る。
●ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの実施徹底の促進

ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ（実施率75%）、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ（実施率70%）の実施率をほぼ100%に引き上げる。
●自治体の庁舎・建築物の省ｴﾈ化

自治体の庁舎・建築物の省ｴﾈ改修・建替えを進め、地域の省ｴﾈの先進事例として、
地域全体への波及効果を含めて地域の省エネ化を実現する（40万kl）。

※自治体の庁舎・建築物の省ｴﾈ化による効果は、既にその全てが他の業務部門における
対策に含まれている。

ｴﾈﾙｷﾞｰの面的利用の拡大 － － 7.8 － － ｴﾈﾙｷﾞｰを複数の事業所等で面的に活用することによりｴﾈﾙｷﾞｰ利用効率を向上させる。

業務部門 計 1,234.3 875.5 351.0

※

※印を付した対策の全て又は一部は、統計上、最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の削減量としては計上しないが、相当分が転換部門において一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の削減に寄与するものとなる。

うち、最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減寄与分 1,226.5
うち、一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減寄与分 7.8
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家庭部門

用
途

省エネルギー対策名
導入実績

導入・普及
見通し

省エネ量
万kL 内訳 概要

2012FY 2030FY 2030FY うち電力 うち燃料

住
宅

新築住宅における省エネ基準適
合の推進
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽでの省エネ量
を二次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽに換算） 6% 30%

314.2 78.6 235.6

新築住宅について、2020年までに段階的に省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準への適合を義務化する措置
を講ずるほか、ZEH（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）の普及促進等により高度な省ｴﾈﾙｷﾞｰ性
能を有する住宅の普及を推進する。
断熱性能の高い建材、高効率なｴｱｺﾝ、給湯器、照明等の導入を図る。
(普及率は外壁・窓等の断熱化等、一定の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能を確保している住宅の割合)

既築住宅の断熱改修の推進
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽでの省エネ量
を二次ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾞｰｽに換算）

42.5 11.0 31.5 既存住宅の省ｴﾈﾘﾌｫｰﾑを推進し、断熱性能の高い建材の導入を推進する

給
湯

高効率給湯器の導入
CO2冷媒HP給湯機
潜熱回収型給湯器
燃料電池
太陽熱温水器

400万台 1,400万台

268.6 -26.3 294.9

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式給湯機（左上段）､潜熱回収型給湯器（左中段）､家庭用燃料電池（左下段）
といった高効率な給湯設備の導入を推進する｡

※１．省ｴﾈ量には新築住宅における省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準適合の推進に伴う給湯設備の導
入による効果（35.9万kl）は含んでいない。

340万台 2,700万台

5.5万台 530万台

照
明

高効率照明の導入 9% ほぼ100% 201.1 201.1 －

LED・有機EL等の高効率照明を用いた､高輝度な照明技術により省ｴﾈを図る｡

※２．省ｴﾈ量には新築住宅における省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準適合の推進に伴う照明設備の導
入による効果（26.9万kl）は含んでいない。

空
調

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制度等による機器の
省ｴﾈ性能向上

－ － 133.5 104.8 28.7

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準等により､以下の製品を引き続き性能向上を図る｡（2012→2030年度）
・ｴｱｺﾝ （例：冷房） 消費電力 229kWh/台・年→188kWh/台・年

普及台数 2.71台/世帯→2.79台/世帯
・ｶﾞｽｽﾄｰﾌﾞ ｶﾞｽ消費 5823Mcal/台・年→5565Mcal/台・年

普及台数 0.06台/世帯→0.05台/世帯
・石油ｽﾄｰﾌﾞ 石油消費 720L/台・年→716L/台・年

普及台数：0.74台/世帯→0.54台/世帯
・ﾃﾚﾋﾞ （例：32V型以上） 消費電力 79kWh/台・年→63kWh/台・年

普及台数 0.47台/世帯→1.29台/世帯
・冷蔵庫 （例：300L以上） 消費電力 337kWh/台・年→271kWh/台・年

普及台数 0.82台/世帯→0.94台/世帯
・DVDﾚｺｰﾀﾞ 消費電力 40kWh/台・年→35kWh/台・年

普及台数 1.37台/世帯→1.63台/世帯
・電子計算機 消費電力 72kWh/台・年→72Wh/台・年

普及台数 1.29台/世帯→1.83台/世帯
・磁気ﾃﾞｨｽｸ装置 消費電力 0.005W/GB→0.005W/GB

普及台数 2.80台/世帯→3.34台/世帯
・ﾙｰﾀ 消費電力 31kWh/台・年→26kWh/台・年

普及台数 0.5台/世帯→1台/世帯
・電子ﾚﾝｼﾞ 消費電力 69kWh/台・年→69kWh/台・年

普及台数 1.06台/世帯→1.08台/世帯
・ｼﾞｬｰ炊飯器 消費電力 85kWh/台・年→82kWh/台・年

普及台数 0.69台/世帯→0.69台/世帯
・ｶﾞｽｺﾝﾛ ｶﾞｽ消費 570Mcal/台・年→546Mcal/台・年

普及台数 0.92台/世帯→0.88台/世帯
・温水便座 消費電力 151kWh/台・年→109kWh/台・年

普及台数 1.04台/世帯→1.24台/世帯

※３．省エネ量には新築住宅における省エネ基準適合の推進に伴うｴｱｺﾝ、ｶﾞｽ・石油ｽ
ﾄｰﾌﾞの導入による効果（5.3万kl）は含んでいない。

動
力
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家庭部門

用
途

省エネルギー対策名
導入実績

導入・普及
見通し

省エネ量
万kL 内訳 概要

2012FY 2030FY 2030FY うち電力 うち燃料

国
民
運
動
・

家
庭
エ
ネ
マ
ネ

HEMS・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰを
利用した家庭部門における
徹底的なｴﾈﾙｷﾞｰ管理の実施

0.2% ほぼ100% 178.3 178.3 －
住宅内の空調や照明等に関するﾃﾞｰﾀを常時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、見える化すると同時に、需要に
応じた最適運転を行うHEMS(Home Energy Management System)の導入によりｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量を削減。

国民運動の推進
（家庭部門）

－ － 22.4 10.7 11.7

国民運動の推進にあたって、以下の対策を実施し、国民への情報提供の充実と省ｴﾈ
の行動変革を図る。
●ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの実施徹底の促進

ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ（実施率80%）、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ（実施率81%）の実施率をほぼ100%に引き上げる。
●家庭ｴｺ診断の実施

2030年までに家庭ｴｺ診断の認知度を394万世帯まで波及させる。
●機器の買換え促進

省ｴﾈ型の電気除湿器（圧縮式）及び乾燥機付全自動洗濯機への買換えを促進する。
消費電力（2012→2030年度）

・電気除湿器（圧縮式） 93.7kWh/台・年→72.5kWh/台・年
・乾燥機付全自動洗濯機 66.0kWh/台・年→36.9kWh/台・年

家庭部門 計 1,160.7 558.3 602.4
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「日本再興戦略」改訂2015 （平成27年6月30日閣議決定）

（２）個別の社会像と実現に向けた取組 ③エネルギーを賢く消費する社会
Ⅱ）解決の方向性と戦略分野（市場・産業）及び当面の主要施策
（略）また、近年エネルギー消費量が著しく増大（石油危機以降2.5倍）している家庭・業務部門を中心と

した省エネの最大限の推進を図る。そのため、燃料電池の導入や住宅・ビルの省エネ基準の段階的適合義務
化、既存住宅・ビルの省エネ改修の促進、トップランナー制度の適用拡充、ネット・ゼロ・エネルギー化等
を図る。また、生活の質を向上させつつエネルギー消費量を削減するライフスタイルの普及を進める。

○住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化

• 規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的
に省エネ基準への適合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅
の位置付け等に十分配慮しつつ、円滑な実施のための環境整備に取り組む。

• 具体的には、省エネルギー対策の一層の普及や住宅・建築物や建材・機器等の省エネルギー化に資する新
技術・新サービス・工法の開発支援等を実施する。

テーマ２：クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 （本文） ＜平成25年6月14日閣議決定＞

（住宅・建築物）
・新築住宅・ビルの
省エネ基準適合率
100％（2020年目
途）
・（住宅）2030年の
新築住宅が平均で
ZEHを実現
・（建築物）2030
年の新築建築物が
平均でZEBを実現

新築住宅・建築物の
省エネ基準への段階
的適合義務化（大規
模建築物から）

＜住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化＞

• 省エネ基準に一次エネルギー消費量基準を導入
（2015年４月完全施行）
• 一次エネルギー消費量等級を住宅性能評価基準に導
入（2014年２月）「建築物省エネルギー性能表示制度
（BELS）」を開始（2014年４月）
• 環境・ストック活用推進事業等による住宅・建築物の
省エネ化の推進
• 大工・工務店向け省エネ技術講習会を実施
• 大規模建築物の省エネ基準への適合義務の創設等
の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律」を本年３月に国会に提出

ＺＥＢの実現・ＺＥＨの加速的な普及

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賢
く
消
費
す
る
社
会

の
実
現
①

中短期工程表「クリーン・経済的なエネルギー需給の実現④」 ＜平成27年6月30日閣議決定＞
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諮問「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」（平成26年10月27日）

諮問

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」（平成26年10月27日 国土交通大臣より社会資本整備審議会長へ諮問）

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策

のあり方について」諮問、付託

平成26年10月27日(月)

建築分科会・建築環境部会①

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策

のあり方について（第一次報告）」(骨子案)

建築環境部会②

平成26年12月18日（木）

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策

のあり方について（第一次報告）」

取りまとめ

平成27年1月16日（金）

建築環境部会③・建築分科会

審議経過

パブリックコメント

１月28日（水）

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策の
あり方について（第一次答申）」

建築分科会 委員名簿 建築環境部会 委員名簿

（敬称略、五十音順）
委員
○浅見 泰司 東京大学教授

飯島 淳子 東北大学大学院教授
工藤 和美 東洋大学教授

◎久保 哲夫 東京大学名誉教授
小浦 久子 大阪大学大学院准教授
辻 琢也 一橋大学大学院教授
中井 検裕 東京工業大学大学院教授
深尾 精一 首都大学東京名誉教授
向殿 政男 明治大学名誉教授

臨時委員
青木 義男 日本大学理工学部教授
大森 文彦 東洋大学教授・弁護士
坂本 雄三 (独)建築研究所理事長
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー
高木 佳子 弁護士
辻本 誠 東京理科大学教授
中上 英俊 ㈱住環境計画研究所会長
中島 正愛 京都大学教授
名取 雄司 中皮腫・じん肺・ｱｽﾍﾞｽﾄｾﾝﾀｰ所長
南部 鶴彦 学習院大学名誉教授
長谷見雄二 早稲田大学理工学術院教授
藤田 聡 東京電機大学教授
古阪 秀三 京都大学大学院准教授
南 一誠 芝浦工業大学教授
野城 智也 東京大学教授

（◎：分科会長、○：分科会長代理）

（敬称略、五十音順）
委員

浅見 泰司 東京大学教授
工藤 和美 東洋大学教授
辻 琢也 一橋大学大学院教授

◎深尾 精一 首都大学東京名誉教授
臨時委員

大森 文彦 東洋大学教授・弁護士
坂本 雄三 (独)建築研究所理事長
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー
中上 英俊 ㈱住環境計画研究所会長
南部 鶴彦 学習院大学名誉教授
南 一誠 芝浦工業大学教授
野城 智也 東京大学教授

専門委員
秋元 孝之 芝浦工業大学教授
伊香賀俊治 慶應義塾大学教授
伊久 哲夫 (一社)住宅生産団体連合会

住宅性能向上委員会委員長
岩村 和夫 東京都市大学名誉教授
碓氷 辰男 (一社)不動産協会環境委員会委員長
小川 拓也 全国建設労働組合総連合住宅対策部長
澤地 孝男 国土交通省国土技術政策総合研究所

住宅研究部長
鈴木 大隆 (地独)北海道立総合研究機構

建築研究本部北方建築総合研究所副所長

清家 剛 東京大学大学院准教授
髙井 啓明 (一社)日本建設業連合会

サステナブル建築専門部会主査
野原 文男 ㈱日建設計

常務執行役員設備設計部門代表
本藤 祐樹 横浜国立大学大学院教授
前 真之 東京大学大学院准教授

（◎：部会長） 平成27年1月16日時点
平成27年1月16日時点 11



社会資本整備審議会 第一次答申（平成27年１月28日）

「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について（第一次答申）」の概要

はじめに

・我が国はエネルギーの大半を海外に依存し、特に東日本大震災以降、エネルギー需給構造の安定化が不可欠
・建築物分野で消費されるエネルギーは、我が国全体の１／３を占め、他部門と比べ増加が顕著

→建築物分野の省エネルギー化が喫緊の課題

１ 民生部門の省エネルギー化に向けた規制的手法のあり方関連

２ 新築時の高度な省エネルギー対応、既存建築物の省エネルギー性能向上、エネルギーの使用の合理化を誘導する方策のあり方関連

（１）建築物及び省エネルギー基準の特性に応じた規制的手法のあり方
新築の際の基準適合義務化、特例的扱いの対象（文化財再現建築物等、仮設建築物等）、伝統的構法の扱いについて検討必要 等

（２）段階的な基準適合義務化のあり方
１）当初義務化する際の対応関連

対象：新築の大規模非住宅建築物 基準：一次エネルギー消費量基準 審査体制：民間機関の活用

２）義務化対象範囲の拡大に向けた対応関連

中規模建築物に対する指導強化（勧告→指示等）、執行体制の充実強化、設計者・中小工務店等の負担軽減
※住宅の義務化については、建築主に一般消費者が含まれること（注文住宅）、基準適合率、中小工務店・大工の対応状況、審査側の体制、

断熱化の意義等を総合的に勘案し、義務化する時期、手法、基準の内容・水準を検討する必要がある
特に小規模建築物の義務化については、資格者の関与による手続きの合理化や建築主の特性に応じた規制のあり方等の検討が必要

（３）既存建築物における適切な対応を確保する方策のあり方

増改築時届出の際の指導強化、改修工事に係る届出対象の合理化、維持保全状況に係る定期報告の廃止

（１）新築時の高度な省エネルギー対応を誘導する方策関連
高度な省エネルギー対応を認定・支援、環境性能の評価・表示制度の普及・活用、ＺＥＨ・ＺＥＢ等の推進、住宅事業建築主による性能向上、
支援制度や表示制度等を通じた外皮性能の確保、賃貸住宅の省エネルギー化

（２）既存建築物の省エネ性能向上及びエネルギー使用の合理化を誘導する方策関連
規制合理化による改修円滑化、段階的・計画的な改修の推進、先導的対応支援、評価・表示制度、スマートウェルネス住宅の推進、
マネジメントの適正化に向けた支援、省エネルギー行動等の推進

（３）その他
集約型都市構造への転換、街区・まちづくりレベルでの総合的な取組みの推進 12



その他の建築物特定建築物

一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること
等について所管行政庁の認定を受けると、容積率
の特例＊を受けることができる。

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合
することについて所管行政庁の認定を受けると、
その旨の表示をすることができる。

住宅事業建築主＊が新築する一戸建て住宅

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の
基準（住宅トップランナー基準）を定め、省エネ性能の向上を誘導

届出

新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務

● 基本方針の策定（国土交通大臣）、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言

省エネ基準適合義務・適合性判定

住宅トップランナー制度

エネルギー消費性能の表示 省エネ性能向上計画の認定、容積率特例

規

制

措

置

■社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住
宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。

法案の概要

誘

導

措

置

必要に応じて所管行政庁が指示・命令

● その他所要の措置（新技術の評価のための大臣認定制度の創設 等）

＊省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の
床面積を超える部分を不算入

＜住宅トップランナー基準に適合しない場合＞

＜省エネ基準に適合しない場合＞

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

一定数（政令：年間150戸）以上新築する事業者に対しては、必要に応じて大臣
が勧告・公表・命令

建築主事又は指定確認検査機関 所管行政庁又は登録判定機関

適合判定通知書
着工

建築物使用開始

建築確認

検査

適合性判定

＊住宅の建築を業として行う建築主

一定規模以上の建築物（政令： 300㎡ ）一定規模以上の非住宅建築物（政令： 2000㎡ ） ※特定建築物を除く

○我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念
○されている。

○他部門（産業・運輸）が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の１／３を
○占めている。
⇒建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。

背景・必要性

基準適合について所管行政庁又は登録判定機関（創設）の判定を受ける義務

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。

①

②

③
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＜施行予定日：規制措置は公布日から２年以内、 誘導措置は１年以内＞
（平成27年法律第53号、7月8日公布）



政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一 建築物エネルギー消費性能適合性判定が円滑に実施されるよう、判定方法をより合理的なものとすること。また、関係省令、

告示等の制定から施行までに十分な期間を置いて、所管行政庁その他の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底
すること。

二 今後の適合義務の対象拡大については、予定される時期、範囲等を早期に明らかにした上で、審査等の執行体制の充実強化

及び設計、施工、評価等を担う技術者の育成を促進するとともに、届出制度の的確な運用により、義務化に向けた適合率の向上
を図ること。

三 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続きの一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じる

とともに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこ
と。併せて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。

四 建築物エネルギー消費性能基準等は、新築におけるエネルギー消費性能の実態等を踏まえ、その向上に資する水準が維持

されるよう定期的な見直しを行うこと。また、新技術の開発や低コスト化を促進するため、将来の基準強化の時期、内容等をあら
かじめ明らかにすることについて検討すること。

五 建築物のエネルギー消費性能について、統一的かつわかりやすい表示の方法を早期に確立するとともに、建築物の広告等に

おける性能の掲載や、売買、賃貸等の契約における性能の説明などの促進により、性能に優れた建築物が市場において適切に
評価される環境を整備すること。併せて、建築物の設計者に対し、建築主へのエネルギー消費性能の適切な説明を促すこと。

六 国民に対して建築物のエネルギー消費性能の向上の必要性や効果をわかり易く説明し、本法施行への協力を求めること。特

に、住宅の断熱性能の向上が、ヒートショックの防止など居住者の健康の維持や生活の質の向上に資することについて、実態調
査を行いその結果を公表するとともに、国民の理解を深めるよう努めること。

七 住宅等の断熱性能の向上を図る上では、開口部における木製又は樹脂製のサッシの使用が有効であるため、その普及の促
進に向けて、諸外国の例も参考にしつつ、同サッシの防耐火性能に係る技術開発や基準の合理化を検討すること。

八 既存建築物の省エネルギー改修を促進するため、支援制度の充実を図ること。特に、エネルギーコストの低減のメリットが所有
者ではなく入居者に帰属することとなる賃貸住宅について、所有者に対するインセンティブの強化を検討すること。

九 国、地方公共団体等の公共建築物の新築、改修等にあたっては、建築物のエネルギー消費性能の向上を先導するものとなる
よう、積極的な新技術の導入、再生可能エネルギーの活用等に努めること。

建築物省エネ法に対する附帯決議 ：平成２７年６月３日 衆議院国土交通委員会

14



政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一 国民に対して建築物のエネルギー消費性能の向上の必要性や効果を分かりやすく説明し、本法施行への協力を求めるとともに、
今後予定される建築物の省エネ基準適合義務の対象拡大について理解の促進を図ること。

二 建築物エネルギー消費性能適合性判定が円滑に実施されるよう、判定方法をより合理的なものとすること。また、関係省令、告
示等の制定から施行までに十分な期間を置いて、所管行政庁その他の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底する
こと。

三 今後の適合義務の対象拡大に当たっては、予定される時期、範囲等を早期に明らかにした上で、審査等の執行体制の充実強化
及び設計、施工、評価等を担う技術者の育成を促進すること。また、所管行政庁において届出制度が的確に運用されるよう、実情
を把握した上で必要な支援を行い、適合率の向上を図ること。

四 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続の一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じるとと
もに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援の拡充を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期す
こと。あわせて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。

五 建築物の省エネ基準等は、新築におけるエネルギー消費性能の実態等を踏まえ、その向上に資する水準が維持されるよう定期
的な見直しを行うこと。また、新技術の開発や低コスト化を促進するため、基準強化の時期、内容等をあらかじめ明らかにすること。

六 建築物のエネルギー消費性能について、統一的かつ分かりやすい表示の方法を早期に確立するとともに、建築物の広告等にお
ける性能の掲載や、売買、賃貸等の契約における性能の説明などの促進により、性能に優れた建築物が市場において適切に評
価される環境を整備すること。あわせて、建築物の設計者に対し、建築主へのエネルギー消費性能の適切な説明を促すこと。

七 住宅の断熱性能の向上が、ヒートショックの防止など居住者の健康の維持・増進や生活の質の向上に資することについて、実態
調査を行いその結果を公表するとともに、国民の理解を深めるよう努めること。また、住宅等の断熱性能の向上を図る上では、開
口部における木製又は樹脂製のサッシの使用が有効であるため、その普及の促進に向けて、諸外国の例も参考にしつつ、同サッ
シの防耐火性能に係る技術開発や基準の合理化を検討すること。

八 既存建築物の省エネルギー改修を促進するため、支援制度の充実を図ること。特に、エネルギーコストの低減のメリットが所有
者ではなく入居者に帰属することとなる賃貸住宅について、所有者に対するインセンティブの強化を検討すること。

九 国、地方公共団体等の公共建築物の新築、改修等に当たっては、建築物のエネルギー消費性能の向上を先導するものとなるよ
う、積極的な新技術の導入、再生可能エネルギーの活用等に努めること。

建築物省エネ法に対する附帯決議 ：平成２７年６月３0日 参議院国土交通委員会
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住宅・建築物に関する主要な省エネ支援施策（Ｈ27年度国土交通省関係予算等）

住 宅 建 築 物

融資

【（独）住宅金融支援機構のフラット35S】
○耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅を取得する場合、当初５

年間の金利を▲０．３％引き下げ

○認定長期優良住宅、認定低炭素住宅といった特に優れた住宅を取
得する場合は、当初１０年間の金利を▲０．３％引き下げ

※H26年度補正予算により経済対策期間中は金利の引下げ幅を▲
０．３％から▲０．６％に拡大

－

税

【所得税／登録免許税／不動産取得税／固定資産税】
○一定の省エネ改修を行った住宅について、所得税・固定資産税

の特例措置
○認定長期優良住宅について、所得税・登録免許税・不動産取得

税・固定資産税の特例措置
○認定低炭素住宅について、所得税・登録免許税の特例措置

【贈与税】
○省エネルギー性等に優れた住宅を取得等するための資金の贈与

を受けた場合、贈与税の非課税限度額を500万円加算

【法人税／所得税】
○一定の省エネ設備の取得等をし、事業の用に供した場合は、

即時償却（特別償却）又は税額控除の特例措置を適用

補助

【サステナブル建築物等先導事業】★
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】★
○中小工務店においてゼロ・エネルギー住宅等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】
○既存住宅の長寿命化に資するリフォームに要する費用 等

【補助率】１／３ （補助限度額100万円／戸 等）

【省エネ住宅ポイント】※H26年度補正予算から
○一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して

ポイントを発行（新築：30万ﾎﾟｲﾝﾄ、リフォーム：最大30万ﾎﾟｲﾝﾄ等）

【サステナブル建築物等先導事業】★
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】★
○中小工務店において認定低炭素建築物等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【既存建築物省エネ化推進事業】★
○既存建築物について躯体改修を伴い省エネ効果１５％以上が見込

まれるとともに、改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たす
省エネ改修の費用 等

【補助率】１／３（補助限度額5000万円／件 等）

※１ 長期優良住宅 ：長期にわたり良好な状態で使用できる耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性、省エネ性等を備えた良質な住宅として、認定を受けた住宅
※２ 低炭素住宅 ：高い省エネ性能等を備えたものして、認定を受けた住宅・建築物

新築

改修

新築 改修

新築 改修

新築 改修 新築 改修

新築

改修改修

新築

新築

★は27年度新規

新築 改修
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